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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
受けた光を光電子に変換する光電面を一端に備え、前記光電子による像を可視光像に変換
する出力面を他端に備える真空容器と、前記真空容器の管軸に沿って前記光電面と対向す
るように配置され前記光電面から放出された光電子を加速する加速電極と、前記加速電極
と前記出力面との間で前記管軸を挟むように対向する一対の電極からなる偏向電極と、前
記光電面と前記偏向電極の入射口との間に集束磁束を発生させて前記光電面から放出され
た光電子を集束させる複数の集束磁束発生器と、を備えるストリーク管と、
前記偏向電極に偏向電界を発生させる電圧を供給する偏向電圧発生回路と、
前記加速電極に電圧を供給する加速電圧発生回路と、
前記集束磁束発生器に電流を供給する駆動電源と、を備えるストリーク装置において、
前記複数の集束磁束発生器は、
前記光電面上に形成された電子像を前記出力面上に結像させる主集束電子レンズと、
前記光電面と前記主集束電子レンズとの間に設けられ、前記光電面から放出された光電子
を前記主集束電子レンズの中心方向に集束させるプリフォーカスレンズと、を形成するこ
とを特徴とするストリーク装置。
【請求項２】
受けた光を光電子に変換する光電面を一端に備え、前記光電子による像を可視光像に変換
する出力面を他端に備える真空容器と、前記真空容器の管軸に沿って前記光電面と対向す
るように配置され前記光電面から放出された光電子を加速する加速電極と、前記加速電極
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と前記出力面との間で前記管軸を挟むように対向する一対の電極からなる偏向電極と、永
久磁石を含み前記光電面と前記偏向電極の入射口との間に前記永久磁石による磁束を発生
させて前記光電面から放出された光電子を集束させる複数の集束磁束発生器と、を備える
ストリーク管と、
前記偏向電極に偏向電界を発生させる電圧を供給する偏向電圧発生回路と、
前記加速電極に電圧を供給する加速電圧発生回路と、を備えるストリーク装置において、
前記複数の集束磁束発生器は、
前記光電面上に形成された電子像を前記出力面上に結像させる主集束電子レンズと、
前記光電面と前記主集束電子レンズとの間に設けられ、前記光電面から放出された光電子
を前記主集束電子レンズの中心方向に集束させるプリフォーカスレンズと、を形成するこ
とを特徴とするストリーク装置。
【請求項３】
前記主集束電子レンズの中心と前記出力面との距離は、前記光電面と前記主集束電子レン
ズの中心との距離よりも小さくなるように設定されていることを特徴とする請求項１又は
請求項２記載のストリーク装置。
【請求項４】
前記各集束磁束発生器は、前記真空容器の外側を周回するように設けられ中心軸が前記管
軸と一致するコイルと、前記コイルをシールドする磁性体と、前記磁性体の前記真空容器
側に設けられた開口部と、を備えることを特徴とする請求項１から請求項３のいずれかに
記載のストリーク装置。
【請求項５】
前記ストリーク管は、前記主集束電子レンズを形成する第１の集束磁束発生器と、前記プ
リフォーカスレンズを形成する第２の集束磁束発生器と、を備えることを特徴とする請求
項１から請求項４のいずれかに記載のストリーク装置。
【請求項６】
前記ストリーク管は、前記偏向電極の入射口近傍に設けられ、前記偏向電極から漏出する
電界を遮蔽すると共に前記管軸を中心に開口する遮蔽板を備え、前記遮蔽板の電位は前記
加速電極の電位以下に設定されていることを特徴とする請求項１から請求項５のいずれか
に記載のストリーク装置。
【請求項７】
前記ストリーク管は、隣接する２つの集束磁束発生器の中間に設けられ前記遮蔽板を支持
すると共に前記遮蔽板と電気的に接続されるフランジを更に備えることを特徴とする請求
項６記載のストリーク装置。
【請求項８】
前記ストリーク管は、前記光電面と前記加速電極との間に管軸を中心に開口するゲート電
極を更に備えることを特徴とする請求項１から請求項７のいずれかに記載のストリーク装
置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、発光現象の経時的な強度分布の測定等に好適なストリーク装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
ストリーク装置とは、被測定光の時間的な強度分布を出力面上の空間的な強度分布に変換
する装置である。例えば特公平４－７３２５７号公報には、電磁集束型のストリーク装置
が開示されている。このストリーク装置は、単一の集束磁束発生器（電磁集束コイル）を
備え、この集束磁束発生器によってストリーク管の外側から光電面と偏向電極の入口との
間の空間にのみ集束磁束を発生させ、光電面から放出される光電子を実質的に集束させる
ものである。
【０００３】
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【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、上記のストリーク装置は、集束磁束発生器を一つしか備えていないため、
光電面上で空間方向の有効範囲を大きく取ると、光電面の端部から放出された光電子の電
子群が、集束磁束発生器によって形成される電子レンズの周辺を通過してしまうため、空
間分解能及び時間分解能が劣化し、空間歪みが大きくなるという問題がある。また、集束
電子レンズの中心から出力面までの距離が、光電面から集束電子レンズの中心までの距離
よりも大きいため、光電面上で空間方向の有効範囲を大きくすることが困難である。
【０００４】
また、例えば米国特許第４３５０９１９号には、集束磁束発生器を２つ備えた電磁集束型
のストリーク装置が開示されている。しかし、このストリーク装置では、集束磁束発生器
が発生する集束磁界と掃引用の偏向電極が発生する偏向電界とがストリーク管の管軸方向
で重なっているため、光電子ビームが掃引用の偏向電極内で、サイクロイド運動をしてし
まう。このため、光電面上で空間方向の有効範囲を大きく取ることができない。また、光
電子ビームが集束磁界の影響を受けるため、十分な偏向感度を得ることができない。さら
に、このストリーク装置の２つの集束磁界発生器は、光電面の端部から放出された光電子
が、光電面上に形成された電子像を出力面上に結像させる電子レンズの中心付近を通過す
るように配置されていない。このため、光電面の端部における空間分解能及び時間分解能
が劣化し、空間歪みが大きくなるという問題がある。
【０００５】
一方、静電集束型のストリーク装置は、光電面上の有効範囲を大きく取ることができると
いう利点があるが、集束電子レンズを形成する集束電極の電位が低いため、空間電荷効果
によって電子ビームが拡散し、Ｄ－レンジが小さいという問題がある。
【０００６】
本発明は、このような事情に鑑みてなされたものであり、光電面上で有効範囲を大きく取
ると共に、その有効範囲において空間分解能及び時間分解能を高く、空間歪みを小さく、
かつＤ－レンジを大きくさせることができるストリーク装置を提供することを目的とする
。
【０００７】
【課題を解決するための手段】
請求項１記載のストリーク装置の発明は、受けた光を光電子に変換する光電面を一端に備
え、光電子による像を可視光像に変換する出力面を他端に備える真空容器と、真空容器の
管軸に沿って光電面と対向するように配置され光電面から放出された光電子を加速する加
速電極と、加速電極と出力面との間で管軸を挟むように対向する一対の電極からなる偏向
電極と、光電面と偏向電極の入射口との間に集束磁束を発生させて光電面から放出された
光電子を集束させる複数の集束磁束発生器と、を備えるストリーク管と、偏向電極に偏向
電界を発生させる電圧を供給する偏向電圧発生回路と、加速電極に電圧を供給する加速電
圧発生回路と、集束磁束発生器に電流を供給する駆動電源と、を備えるストリーク装置に
おいて、複数の集束磁束発生器は、光電面上に形成された電子像を出力面上に結像させる
主集束電子レンズと、光電面と主集束電子レンズとの間に設けられ、光電面から放出され
た光電子を主集束電子レンズの中心方向に集束させるプリフォーカスレンズと、を形成す
る構成を採る。
【０００８】
この構成により、光電面において、空間方向の有効範囲の端部から放出された光電子ビー
ムが、プリフォーカスレンズにより曲げられて主集束電子レンズの中心方向に進むことと
なる。主集束電子レンズの中央部は球面収差が小さいため、出力面上にボケの少ないスポ
ットの像が得られる。これにより、時間方向、空間方向の両方向に良好な空間分解能が得
られる。
【０００９】
請求項２記載のストリーク装置の発明は、受けた光を光電子に変換する光電面を一端に備
え、光電子による像を可視光像に変換する出力面を他端に備える真空容器と、真空容器の
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管軸に沿って光電面と対向するように配置され光電面から放出された光電子を加速する加
速電極と、加速電極と出力面との間で管軸を挟むように対向する一対の電極からなる偏向
電極と、永久磁石を含み光電面と偏向電極の入射口との間に永久磁石による磁束を発生さ
せて光電面から放出された光電子を集束させる複数の集束磁束発生器と、を備えるストリ
ーク管と、偏向電極に偏向電界を発生させる電圧を供給する偏向電圧発生回路と、加速電
極に電圧を供給する加速電圧発生回路と、を備えるストリーク装置において、複数の集束
磁束発生器は、光電面上に形成された電子像を出力面上に結像させる主集束電子レンズと
、光電面と主集束電子レンズとの間に設けられ、光電面から放出された光電子を主集束電
子レンズの中心方向に集束させるプリフォーカスレンズと、を形成する構成を採る。
【００１０】
このように、永久磁石を利用して集束磁束発生器を構成することができる。このため、光
電面において、空間方向の有効範囲の端部から放出された光電子ビームが、プリフォーカ
スレンズにより曲げられて主集束電子レンズの中心方向に進むこととなる。主集束電子レ
ンズの中央部は球面収差が小さいため、出力面上にボケの少ないスポットの像が得られる
。これにより、時間方向、空間方向の両方向に良好な空間分解能が得られる。
【００１１】
請求項３記載の発明は、請求項１又は請求項２記載のストリーク装置において、主集束電
子レンズの中心と出力面との距離は、光電面と主集束電子レンズの中心との距離よりも小
さくなるように設定されている構成を採る。
【００１２】
このように、主集束電子レンズがストリーク管の中央より出力側に近いところに設置され
ているため、光電子の密度の最大となるところから出力掃引面までの距離が小さくなる。
このため、最大密度の部分で空間電荷効果によるクーロン反発力が働いても、それによる
光電子ビームの拡散度合いは小さくて済む。その結果、Ｄ－レンジ劣化を小さくさせるこ
とができる。
【００１３】
請求項４記載の発明は、請求項１から請求項３のいずれかに記載のストリーク装置におい
て、各集束磁束発生器は、真空容器の外側を周回するように設けられ中心軸が管軸と一致
するコイルと、コイルをシールドする磁性体と、磁性体の真空容器側に設けられた開口部
と、を備える構成を採る。
【００１４】
この構成により、集束磁束発生器が発生する磁場が働く範囲を必要な範囲のみに限定させ
ることができ、ピーク強度からの減衰を早く、偏向電極場への磁場の浸透を無視できるレ
ベルにすることができる。このため、磁場が偏向電極にも及び、偏向感度が下がったり、
偏向電極で光電子ビームの回転が生ずることを回避することができる。
【００１５】
請求項５記載の発明は、請求項１から請求項４のいずれかに記載のストリーク装置におい
て、ストリーク管は、主集束電子レンズを形成する第１の集束磁束発生器と、プリフォー
カスレンズを形成する第２の集束磁束発生器と、を備える構成を採る。
【００１６】
この構成により、光電面において、空間方向の有効範囲の端部から放出された光電子ビー
ムが、プリフォーカスレンズにより曲げられて主集束電子レンズの中心方向に進むことと
なる。主集束電子レンズの中央部は球面収差が小さいため、出力面上にボケの少ないスポ
ットの像が得られる。これにより、時間方向、空間方向の両方向に良好な空間分解能が得
られる。
【００１７】
請求項６記載の発明は、請求項１から請求項５のいずれかに記載のストリーク装置におい
て、ストリーク管は、偏向電極の入射口近傍に設けられ、偏向電極から漏出する電界を遮
蔽すると共に管軸を中心に開口する遮蔽板を備え、遮蔽板の電位は加速電極の電位以下に
設定されている構成を採る。



(5) JP 4429447 B2 2010.3.10

10

20

30

40

50

【００１８】
この構成により、偏向板に掃引電圧が印加される際に生ずる強い電界が外部に漏出するこ
とを防止することができるため、漏出した電界が主集束磁束領域にも影響し、時間分解能
の低下等が生ずることを回避することができる。また、遮蔽板から出力面における電位を
より低くすることによって、偏向感度を上げることも可能である。
【００１９】
請求項７記載の発明は、請求項６記載のストリーク装置において、ストリーク管は、隣接
する２つの集束磁束発生器の中間に設けられ遮蔽板を支持すると共に遮蔽板と電気的に接
続されるフランジを更に備える構成を採る。
【００２０】
このように、隣接する２つの集束磁束発生器の中間にフランジを設けたため、強磁性体で
あるフランジが集束磁場を乱し、解像度の劣化、歪みを起こすことを極力回避させること
ができる。
【００２１】
請求項８記載の発明は、請求項１から請求項７のいずれかに記載のストリーク装置におい
て、ストリーク管は、光電面と加速電極との間に管軸を中心に開口するゲート電極を更に
備える構成を採る。
【００２２】
この構成により、例えば、ストリーク掃引を行う間は、光電面に対して＋２００Ｖの電圧
を印加し、掃引の前後には、光電面に対して－５０Ｖの電圧を印加するように制御するこ
とができる。このため、掃引を行わない間は光電面に光が入射しても不要な出力像が生ず
ることを回避することができ、バックグラウンド上昇を少なくさせることができる。
【００２３】
【発明の実施の形態】
　（実施の形態１）
　図１は、本発明の実施の形態１に係るストリーク装置の概略断面図である。ストリーク
管１は、外囲器として円筒状のガラス管１ａを有し、このガラス管１ａの内部は、高真空
に保持されている。このガラス管１ａにおいて、紙面に対して左側の端には、被計測光が
入射する入力窓２が設けられており、入力窓２の内面には、光を光電子ビームに変換する
光電面３が形成されている。光電面３から紙面に対して右側には、光電子ビームを加速し
て出力側に向かわせるためのメッシュからなる加速電極４と、光電子を出力面上で掃引す
るための偏向電極５と、出力面上で光電子の衝撃により電子を光に変換する蛍光面６と、
蛍光面６を付着させている真空気密の出力窓７とが管軸に沿って順に設けられている。
【００２４】
光電面３は、入力窓２を融着している金属フランジ８ａと電気的に接続されており、同様
に蛍光面６は、出力窓を融着している金属フランジ８ｂと電気的に接続されている。加速
電極４は、円筒電極４ａによって支持されると共に、円筒電極４ａを介して金属フランジ
８ｃと電気的に接続されている。また、偏向電極５の偏向板５ａ、５ｂは、ガラス管１ａ
の壁に埋め込められた金属製の偏向リード５ｃと電気的に接続されている。
【００２５】
光電面３と加速電極４は、それぞれが電気的に接続された金属フランジ８ａを介して加速
電圧を印加するための加速電圧発生回路９が接続されている。実施の形態１では、加速電
極４はグラウンド電位、光電面３には－１０ｋｖが印加されている。蛍光面６が接続され
ている金属フランジ８ｂは、グラウンド電位に接続されている。
【００２６】
　偏向電極５に掃引電圧を印加するための偏向リード５ｃには、掃引電圧発生回路１０が
接続されている。掃引動作時は、偏向板５ａには図２（ａ）、偏向板５ｂには図２（ｂ）
にそれぞれ示す１～２ｋｖｐ－ｐの斜状に時間的に変化する掃引電圧が印加される。
【００２７】
実施の形態１では、光電面３として、可視光用としてマルチアルカリ光電面を用いている
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。光電面３から加速電極４の間の距離は５ｍｍで、加速電極４の粗さは１０００メッシュ
／インチである。加速電極４と蛍光面６との間において、ガラス管１ａの内壁には電荷の
帯電を防ぐために、アルミニウムを蒸着し、ウォールアノード１１を形成している。但し
、偏向リード５ｃの付け根付近はアルミニウムを蒸着せずに電気的にウォールアノード１
１と偏向リード５ｃとを絶縁している。また、光電面３から蛍光面６との間の距離は２５
０ｍｍである。
【００２８】
ストリーク管１の外周であって加速電極４と偏向電極５との間には、管軸に沿って蛍光面
６側から第１集束磁束発生器１２ａと、第２集束磁束発生器１２ｂとの２つの集束磁束発
生器が配置されている。これらの集束磁束発生器１２ａ、１２ｂは、中心軸が管軸と一致
するコイルから構成されている。それぞれのコイルには、電流を供給する駆動電源１３ａ
、１３ｂが接続されている。
【００２９】
第１集束磁束発生器１２ａは、管軸方向の位置として、光電面３から第１集束磁束発生器
１２ａの中心まで距離と、第１集束磁束発生器１２ａの中心から蛍光面６までの距離との
比がおよそ１．５：１となるように配置されている。
【００３０】
本発明の実施の形態１に係るストリーク装置は、▲１▼光電面上で大きな有効範囲を確保
することができ、しかもその有効範囲にわたって、空間分解能、時間分解能が良好である
。同時に、▲２▼時間分解を行う掃引動作で高いＤ－レンジを有する。これらは、光電面
３から放出された光電子ビームの軌道から理解することができる。まず、▲１▼について
説明する。
【００３１】
図３（ａ）は、多チャンネルファイバによる入力を示す図であり、図３（ｂ）は、出力面
上のストリーク像を示す図である。例えば、多チャンネル同時時間分解測光等では、図３
（ａ）に示すように、多数のチャンネルファイバ３０からの光を、レンズ３１を介して光
電面３上の中心を通る直線上に結像させる。各チャンネルに対応する微小スポットから放
出された光電子ビームは、偏向電極５により掃引され、出力面（蛍光面６）上でストリー
ク像を得る。
【００３２】
図４（ａ）は、多チャンネルの光電子ビームのうち、光電面３の中心、および中心から最
も離れた端部、すなわち空間方向の有効範囲の端で光電面３の中心から８ｍｍの位置にお
ける微小スポットから放出された光電子ビームの軌道を示す。また、図４（ｂ）は、蛍光
面上の出力スポットを示す図である。図４（ａ）に示す３つの電子軌道は、実際には管軸
方向で集束磁場の存在する場所では、管軸の周りで回転している。ここでは、説明のため
、その回転面内での軌道を同一紙面上に描いてある。この回転の関係から、上述した光電
面３上に直線状に結像される微小スポット群に対し、偏向電極５に対するその直線の傾き
を限定する必要がある。この直線状の各点から放出された光電子ビーム群（図４では、３
つのみを示す）は、管軸方向の各位置における断面上で直線上に並んでいる。すなわち、
図５において、光電面３における傾きが最も大きく、管軸を中心に回転し、偏向電極５に
近づくにつれて偏向板５ａ、５ｂに対して平行になっていく。この光電子ビーム群が偏向
電極５に入射する時、偏向板５ａ、５ｂと平行になるよう、予め光電面３上で直線の傾き
を決める必要がある。さもなくば２枚の偏向板５ａ、５ｂの間隔が８ｍｍ程度と小さいた
め、光電子ビーム群の端部に近いチャンネルの電子ビームが、偏向板５ａ又は５ｂに衝突
してしまう。実施の形態１では、光電面３における直線の傾きは偏向板５ａ、５ｂに対し
て、約７０度に設定されている。また、各々の光電子ビームは、微小スポットから放出さ
れた後、ビームを形成する光電子群が持つ初速度分布のため広がっていくが、集束磁束発
生器が発生する集束磁界により、再び出力蛍光面上に結像される。なお、偏向板５ａ、５
ｂの間隔を８ｍｍ程度に小さくしているのは、良好な偏向感度を得るためである。
【００３３】
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さて、本発明の実施の形態１に係るストリーク装置には、第１集束磁束発生器１２ａ及び
第２集束磁束発生器１２ｂが設けられているが、光電面３上の微小スポットの光電子像を
出力蛍光面６上に結像させる主たる集束電子レンズを形成するのは、第１集束磁束発生器
１２ａである。この第１集束磁束発生器１２ａの管軸方向の位置は、次のようにして決ま
る。
【００３４】
先ず、偏向電極５には実質的に集束磁場が作用しないように第１集束磁束発生器１２ａを
偏向電極５の光電面３側に配置する。偏向電極５に集束磁界が存在すると、光電子ビーム
が磁界に拘束されて偏向感度が下がり、掃引に大きな電圧が必要になると共に、断面が線
状の光電子ビームを偏向電極５の入り口で偏向板５ａ、５ｂに対して平行に入射させても
集束磁界と偏向電界との相乗作用で光電子ビームがサイクロイド運動をして回転する。そ
の結果、線状電子ビームの線方向の長さが大きいと偏向板５ａ、５ｂに衝突してしまう。
これを回避するため、第１集束磁束発生器１２ａを偏向電極５の光電面３側に配置する。
【００３５】
さらに、主集束電子レンズを形成する第１集束磁束発生器１２ａの管軸方向の位置を決め
るもう一つの要素がある。それは、電子光学系の拡大率、すなわち光電面３上の光像が出
力蛍光面６上に何倍に拡大されて結像されるかを示す尺度である。実施の形態１では、光
電面３上の有効範囲を大きくするため、有効範囲の端部（光電面３の中心から８ｍｍの位
置）に微小スポット光を結像した時、電子光学系の拡大率をＭとすれば、そのスポットに
対応する蛍光面６上の出力像は、蛍光面６の中心から８Ｍｍｍの位置に結像される。従っ
て、拡大率Ｍが大きいほど出力蛍光面６の有効径を大きくする必要がある。そのため、ス
トリーク管１が大型化してしまう。また、実施の形態１に係るストリーク管１は、円筒状
のガラス管１ａを外囲器としているので、出力蛍光面６の有効径が光電面３の有効範囲よ
り大きくなると外囲器の径を出力側で大きくする必要が生じ、構造が複雑になる。そこで
、実施の形態１では、拡大率を約１に設定している。ストリーク管１の拡大率は、集束磁
束発生器が第１集束磁束発生器１２ａのみである場合は、ほぼ、（主集束電子レンズの中
心－出力掃引面間の距離）／（光電面－主集束電子レンズの中心の距離）の値に等しくな
る。実施の形態１に係るストリーク管では、第２集束磁束発生器１２ｂが形成するプリフ
ォーカスレンズを光電面３と第１集束磁束発生器１２ａとの間に設置しているため、拡大
率は、上記の式による値より数割大きくなる。実施の形態１では、前式の比を、上述した
ように約１／１．５として、約１の拡大率を得ている。
【００３６】
次に、プリフォーカスレンズを形成する第２集束磁束発生器１２ｂの役割を、図４を参照
して説明する。光電面３において、空間方向の有効範囲の端部で光電面３の中心から８ｍ
ｍの位置の微小スポットから放出された光電子ビームは、このプリフォーカスレンズ４０
により曲げられて主集束電子レンズ４１の中心方向に進む。主集束電子レンズ４１の中央
部は球面収差が小さいため、出力蛍光面６上にボケの少ないスポットの像が得られる。こ
れにより、時間方向、空間方向の両方向に良好な空間分解能が得られる。一方、図６（ａ
）は、第２集束磁束発生器１２ｂがなく、第１集束磁束発生器１２ａのみが設けられたス
トリーク装置において、電子ビームの出力蛍光面上への結像の様子を示す図であり、図６
（ｂ）は、蛍光面上の出力スポットを示す図である。光電面３の端部から放出された光電
子ビームは、主集束電子レンズ６０の球面収差の大きい周辺部分で集束作用を受けるので
、出力面上でビームのボケが大きく、空間分解能が劣化する。
【００３７】
図７は、多チャンネルの微小スポット群を等間隔で光電面に結像した場合、掃引していな
いモードで出力蛍光面６に得られるイメージを示す図である。図７（ａ）は、プリフォー
カスレンズ有り、（ｂ）は無しの場合を示している。プリフォーカスレンズを有する方が
空間歪みを少なくすることができることがわかる。
【００３８】
次に、本発明の実施の形態１に係るストリーク装置が、▲２▼時間分解をする掃引動作で
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高いＤ－レンジを有することを、電子軌道等を用いて説明する。図８は、静電集束型のス
トリーク管８１を用いて多チャンネル同時時間分解測光をする時の、管内の電子軌道を示
す図である。入力窓８２から入射した光は光電面８３で光電子に変換される。光電子は加
速電極８４で加速され、集束電極８５で集束されて陽極８６に入射する。その後出力蛍光
面８７に結像する。出力面８７は、出力窓８８に付着している。この場合、各チャンネル
に対応する光電面８３上の複数の微小スポットから放出された光電子ビームは、クロスオ
ーバーと呼ばれる点で交叉する。従って、この地点およびこの近辺では、光量が大きくな
ると、光電子の密度が非常に大きくなり、空間電荷効果により反発しあう。その結果、出
力蛍光面８７上の電子ビームの結像にボケを発生させ、時間分解能が劣化する。
【００３９】
これに対し、図４に示す電磁集束型のストリーク管１の場合は、各微小スポットから放出
された光電子は、主集束電子レンズ４１の中央部付近に集められるが、図８に示す静電集
束型のストリーク管のように１点で交叉することはない。このため、光電子の密度は、管
軸方向で最大密度となるところでも、静電集束型に比べ格段と小さい。従って、空間電荷
効果によるＤ－レンジ劣化は小さくなる。また、光電子の密度が最大となるのは、図４に
示すように、主集束電子レンズ４１の出射面付近であり、このストリーク管１では、主集
束電子レンズ４１は、先述したようにストリーク管の中央より出力側に近いところに設置
されているため、光電子の密度の最大となるところから出力掃引面までの距離が小さくな
る。このため、最大密度の部分で空間電荷効果によるクーロン反発力が働いても、それに
よる光電子ビームの拡散度合いは小さくて済む。その結果、Ｄ－レンジ劣化を小さくさせ
ることができる。
【００４０】
図９は、本発明の実施の形態１に係る電磁集束型のストリーク管の管軸方向における電位
分布を静電集束型のストリーク管と比較して示す図である。静電集束型では、集束電極部
の電位が加速電極より低く設定されるので、管軸方向で集束電極部は低速領域となり、光
電子ビームを形成する光電子群の空間電荷効果の影響が大きくなる。このため、蛍光面上
での電子ビームのボケがより大きくなり、Ｄ－レンジが小さくなる。これに対して、電磁
集束型では、光電面から放出された光電子ビームは、対向して設けられた加速電極により
、１０ｋｅｖまで直ちに加速されるので空間電荷効果の影響を小さくすることができ、Ｄ
－レンジを大きくすることができる。
【００４１】
実施の形態１に係るストリーク管を多チャンネル同時時間分解計測に利用する場合のＤ－
レンジを、図１０に示すような配置で評価した。すなわち、時間幅３０ｐｓのパルスレー
ザーによって、１００μｍ径のピンホールが１１個、１．６ｍｍピッチで１列に開口した
黒色シート１００を照射する。このピンホール列が拡大率１：１の光学リレーレンズ１０
１により、ストリーク管の光電面３に結像される。従って、光電面３上に結像されたスポ
ット群の両端部間の距離は、１６ｍｍである。光電面３上のスポット群から放出された複
数の光電子ビームは、集束磁束発生器により蛍光面上に拡大率１で、再結像されるととも
に、掃引電極により掃引され、ストリーク像が得られる。その掃引方向の輝度分布の半値
幅を、掃引速度で割れば、時間分解能が求められる。
【００４２】
図１１は、実施の形態１に係るストリーク管の時間分解能Ｂを、従来の静電集束型のスト
リーク管の時間分解能Ａと比較して示す図である。光パルスの輝度が大きくなると時間分
解能が劣化するが、静電集束型に比べ、実施の形態１に係るストリーク管では、その劣化
の生じる光量が大きく、Ｄ－レンジが大幅に改善されている。
【００４３】
（実施の形態２）
次に、本発明の実施の形態２に係るストリーク装置について説明する。実施の形態１では
、偏向電極５には実質的に集束磁場が作用しないように第１集束磁束発生器１２ａを偏向
電極５の光電面３側に配置したが、磁場が偏向電極５にも及び、偏向感度が下がったり、
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偏向電極５で光電子ビームの回転がある程度生じる。この磁場による影響を無視できる程
度に小さくするため、実施の形態２では、コイルを軟鉄などの磁性体によりシールドした
。図１２は、ストリーク管側に開口部１２０ａを有する鉄枠１２０によってシールドされ
た集束磁束発生器１２ａを示す図である。集束磁束は、この開口部１２０ａからストリー
ク管内に入り、集束作用を行う。図１３は、このような磁気シールドを有する場合と、有
しない場合との管軸上の磁束密度分布を示す図である。図１３に示すように、磁気シール
ドがある時の方が、ピーク強度からの減衰が早く、偏向電極場への磁場の浸透を無視でき
るレベルにすることができる。
【００４４】
（実施の形態３）
次に、本発明の実施の形態３に係るストリーク装置について説明する。図１４は、本発明
の実施の形態３に係るストリーク装置の概略断面図である。偏向板５ａ、５ｂに掃引電圧
が印加される際、偏向板５ａ、５ｂには強い電界が生じ、主集束磁束領域にも影響し、時
間分解能の低下等の問題が生ずる。これを防ぐため、実施の形態３では、偏向電極５の光
電面３側の近傍に、管軸を中心に開口する遮蔽板１４１を設けた。この遮蔽板１４１は、
金属フランジ１４２に固定された円筒電極１４０に保持される。遮蔽板１４１の電位は、
加速電極４の電位と等しくなるように設定される。また、円筒電極１４０から蛍光面６に
おける電位を加速電極４の電位より低くすれば、偏向感度を上げることも可能である。こ
の金属フランジ１４２は、ガラス管１ａとの融着が必要であるため、主に強磁性体で形成
される。強磁性体は集束磁場を乱し、解像度の劣化、歪みの原因となるため、第１集束磁
束発生器１２ａと第２集束磁束発生器１２ｂとののほぼ中間に金属フランジ１４２を配置
させている。
【００４５】
（実施の形態４）
次に、本発明の実施の形態４に係るストリーク装置について説明する。図１５は、本発明
の実施の形態４に係るストリーク装置の光電面付近の一部断面図である。実施の形態４で
は、光電面３と加速電極４の間に、例えば長さ２０ｍｍ、幅１ｍｍの開口を有するゲート
電極１５０を設けた。光電面３とゲート電極１５０の間隔は０．５ｍｍで、ストリーク掃
引を行う間は、光電面３に対して＋２００Ｖの電圧を印加し、掃引の前後には、光電面３
に対して－５０Ｖの電圧を印加する。これにより、掃引を行わない間は光電面３に光が入
射しても不要な出力像が生ずることを回避することができ、バックグラウンド上昇を少な
くさせることができる。
【００４６】
このように、本発明によれば、光電面において、空間方向の有効範囲の端部から放出され
た光電子ビームが、プリフォーカスレンズにより曲げられて主集束電子レンズの中心方向
に進むこととなる。主集束電子レンズの中央部は球面収差が小さいため、出力面上にボケ
の少ないスポットの像が得られる。これにより、時間方向、空間方向の両方向に良好な空
間分解能が得られる。
【００４７】
　なお、以上説明した各実施の形態では、集束磁束発生器は、プリフォーカスレンズを形
成するものと、主集束電子レンズを形成するものについて、それぞれ１つずつ設けたが、
それぞれのレンズを形成するのに複数の集束磁束発生器を用いても良い。例えば、プリフ
ォーカスレンズを２個の集束磁束発生器で形成すれば、光電子ビームの軌道をより微妙に
制御でき、空間歪みや周辺における空間解像度特性を向上させることができる。また、光
電子ビームが掃引されかつ光電子像を可視光像に変換する出力面として、蛍光面を挙げた
が、その前に電子増倍作用を有するマイクロチャンネルプレート（ＭＣＰ）を設置しても
良い。また、それらの代わりに電子打ち込み型撮像素子を用いても良い。また、加速電極
は、メッシュ電極で説明したが、開口を有する板状電極でも良い。複数の集束磁束発生器
は、永久磁石を含み、光電面と偏向電極の入射口との間に永久磁石による磁束を発生させ
て光電面から放出された光電子を集束させる構成としてもよい。
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【００４８】
【発明の効果】
以上の説明から明らかなように、本発明によれば、光電面において、空間方向の有効範囲
の端部から放出された光電子ビームが、プリフォーカスレンズにより曲げられて主集束電
子レンズの中心方向に進むこととなる。主集束電子レンズの中央部は球面収差が小さいた
め、出力面上にボケの少ないスポットの像が得られる。また、電磁集束型で主集束電子レ
ンズの位置を出力面側（蛍光面側）に近くしているので、空間電荷効果の影響を小さくさ
せることができ、高いＤ－レンジ特性を得ることができる。これにより、時間方向、空間
方向の両方向に良好な空間分解能を得ることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明の実施の形態１に係るストリーク装置の概略断面図である。
【図２】　（ａ）　掃引動作時に偏向板５ａに印加される電圧を示す図である。
　（ｂ）　掃引動作時に偏向板５ｂに印加される電圧を示す図である。
【図３】　（ａ）　多チャンネルファイバによる入力を示す図である。
　（ｂ）　出力面上のストリーク像を示す図である。
【図４】　（ａ）　多チャンネルの光電子ビームのうち、光電面の端部における微小スポ
ットから放出された光電子ビームの軌道を示す図である。
　（ｂ）　蛍光面上の出力スポットを示す図である。
【図５】　光電子ビーム群が管軸を中心に回転する様子を示す図である。
【図６】　（ａ）　単一の集束磁束発生器のみが設けられたストリーク装置において、電
子ビームの出力蛍光面上への結像の様子を示す図である。
　（ｂ）　蛍光面上の出力スポットを示す図である。
【図７】　（ａ）　プリフォーカスレンズを有する場合、多チャンネルの微小スポット群
を等間隔で光電面に結像したときに掃引していないモードで出力蛍光面に得られるイメー
ジを示す図である。
　（ｂ）　プリフォーカスレンズを有しない場合、多チャンネルの微小スポット群を等間
隔で光電面に結像したときに掃引していないモードで出力蛍光面に得られるイメージを示
す図である。
【図８】　静電集束型のストリーク管を用いて多チャンネル同時時間分解測光をする時の
、管内の電子軌道を示す図である。
【図９】　本発明の実施の形態１に係る電磁集束型のストリーク管の管軸方向における電
位分布を静電集束型のストリーク管と比較して示す図である。
【図１０】　本発明の実施の形態１に係るストリーク管を多チャンネル同時時間分解計測
に利用する場合のＤ－レンジを評価する図である。
【図１１】　本発明の実施の形態１に係るストリーク管の時間分解能Ｂを、従来の静電集
束型のストリーク管の時間分解能Ａと比較して示す図である。
【図１２】　本発明の実施の形態２に係るストリーク装置、管側に開口部を有する鉄枠に
よってシールドされた集束磁束発生器を示す図である。
【図１３】　磁気シールドを有する場合と、有しない場合との管軸上の磁束密度分布を示
す図である。
【図１４】　本発明の実施の形態３に係るストリーク装置の概略断面図である。
【図１５】　本発明の実施の形態４に係るストリーク装置の光電面付近の一部断面図であ
る。
【符号の説明】
　１…ストリーク管、１ａ…ガラス管、２…入力窓、３…光電面、４ａ 円筒電極、４…
加速電極、５ａ…偏向板、５ｂ…偏向板、５ｃ…偏向リード、５…偏向電極、６…蛍光面
（出力面）、７…出力窓、８ａ…金属フランジ、８ｂ…金属フランジ、９…加速電圧発生
回路、１０…掃引電圧発生回路、１１…ウォールアノード、１２ａ…集束磁束発生器、１
２ｂ…集束磁束発生器、１３ａ…駆動電源、１２０…鉄枠、１２０ａ…開口部、１４０…
円筒電極、１４１…遮蔽板、１４２…金属フランジ、１５０…ゲート電極。
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